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6. 障害についての支援を受ける

　病気やケガなどで障害の状態になった65歳未満の方が受給要件を
満たせば、公的年金制度から障害年金が受けられます。がんで人工肛
門造設や喉頭摘出術を受けた方はもちろんですが、日常生活に制限を
受ける状態になったがん患者さんも受けることができます。
　障害基礎年金は、障害の程度によって1級と2級に分かれており、
障害厚生年金は1～3級まであります。なお、障害等級は、身体障害
者手帳とは基準が異なるので、注意が必要です。また申請手続きも別
に行う必要があります。

（1）障害年金

（3）身体障害者手帳

　障害厚生年金の３級の障害の状態より傷病が軽く、かつ傷病が治癒
している場合は、受給要件を満たせば、障害手当金（一時金として支
給されます）が受けられます。まずは通院・入院している医療機関の
ソーシャルワーカーもしくは社会保険労務士にご相談ください。

（2）障害手当金(厚生年金)

覚えておくとよいこと
・障害の原因となった病気について、初めて医師または歯科医師の診療を受
けた日（初診日）が重要となりますので、必ず書きとめておきましょう。

・障害年金を受けるためには、保険料納付要件を満たすことが必要です。
・認定基準や手続きが複雑ですので、通院・入院している医療機関のソー
シャルワーカーもしくは社会保険労務士にご相談ください。

覚えておくとよいこと
・民間の生命保険に加入している方で、高度障害状態に該当する場合は、
高度障害保険金の請求ができる場合があります。ご加入の保険会社へご
確認ください。

問い合わせ先

覚えておくとよいこと
・ 所定の診断書は、都道府県知事に指定された（那覇市の場合は市が指定した）
医師のみ作成できます。

・まずは通院・入院している医療機関の担当医、またはソーシャルワーカー
にご相談ください。

・手帳は、申請してから県での判定後、約2～3ヵ月で交付されます。

問い合わせ先

お近くの年金事務所、各共済組合窓口 P90問い合わせ先


